
犯罪被害者等基本法第3条第3項に掲げる理念には、

「犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生

活を営むことができるようになるまでの間、必要な

支援等を途切れることなく受けることができるよう

講ぜられるものとする。」とあります。この理念を実

現するためには、行政や支援機関はもとより、相談援

助職や心理の専門家、FPなど多岐にわたる分野の人

たちがつながっていく必要があります。

しかし、被害を受けた瞬間から孤独感や孤立感を抱

くことが多いのが現状です。そこで今回、犯罪被害者

支援において大切なつながりを創るための研修会を

企画しました。

是非、多くのご参加をよろしくお願いいたします。

▮定 員 5０人 参加費無料
▮申 込 申込は、下記のメールまたは申込フォームでお願いします。

メールで送られる場合は、お名前・所属・職種・資格・お電話番号・
メールアドレスを記載して送信してください。〆切：令和6年9月9日（月）
○メールアドレス：connectone0929@gmail.com 

▮主 催 グリーフサポートやまぐち（担当：京井和子 090-7549-6127）

NPO法人コネクト・ワン（担当：藤本真樹 090-9506-5681）
 

▮共 催 （一社）山口県社会福祉士会周南市・下松市・光市ブロック
▮後 援 （株）エルクラフト／（有）ケアポート徳山／コーチ・オンリーワン／Y’Mercury／

NPO法人周南さわやか会／NPO法人しゅうなんまちなか保健室／ギャップ・フィリング株式会社

申込フォーム

犯罪被害者等支援ツナガル研修会

▮日時 令和6年9月15日（日）10時－12時

▮会場 周南市シビック交流センター交流室①

住所：周南市岐山通1-1

▮内容 ※受付 9:30～

10:00 ごあいさつ

10:05
［講演］ 講師：中土美砂さん

犯罪被害者等支援の現状と今後必要なモノ・コト・ヒト

10:55 休憩

11:05
［ワークショップ］ 助言者：中土美砂さん、京井和子
事例を通して犯罪被害者等支援充実のためにツナガル

11:55 おわりのあいさつ

なかつち みさ

中土 美砂 さん

公認心理師。2004年5月9日の
母の日に、当時4歳の、次男・滉太を
交通事件で奪われる。早期に支援セ
ンターの支援を受け、その必要性重
要性を感じ、現在、犯罪被害相談員と
して相談支援業務に携る。並行して、
いのちの大切を伝える「生命のメッ
セージ展」の参加家族として、母体と
なる特定非営利活動法人いのちの
ミュージアムの理事を務めている。
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